
 

沖縄県体協スポーツ会館ネーミングライツパートナー募集要項 

 

 

 公益財団法人沖縄県スポーツ協会では、会館の維持管理コストの軽減及びス

ポーツ・レクリエーション活動の普及・振興を図るため、公益財団法人沖縄県ス

ポーツ協会が所有する「沖縄県体協スポーツ会館」に愛称を命名する権利（ネー

ミングライツ）について、下記のとおりネーミングライツパートナーを募集しま

す。 

 

記 

 

１ 対象施設 

沖縄県体協スポーツ会館  沖縄県那覇市奥武山町５１－２ 

 

２ 募集条件 

(１) ネーミングライツ料希望額 

    年額１５０万円(税抜)以上 

(２) 契約期間 

    契約開始は、令和６年５月とし、契約期間は５年間とする。 

(３) 応募資格 

    法人その他の団体を対象としますが、次のいずれかに該当するものは

除きます。 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

より一般競争入札の参加を制限されているもの 

  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第１

２２号）第２条に掲げる暴力団員又は暴力団員及びそれらの利益とな

る活動を行うもの 

  ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和２３年法律第

１２２号）第２条に該当するもの 

  エ 会社更生法（平成１４年法第１５４号）、民事再生法（平成１１年法第

２２５号）等に基づく更生又は再生手続きを行っているもの 

  オ 貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条に規定する貸金業に該当す

るもの 

  カ 公序良俗に反するもの 

  キ 税又は地方税を滞納しているもの 

 



  ク 法律等に違反し、又は抵触すると認められるもの 

  ケ その他ネーミングライツを取得することが適当でないと当法人が認め

るもの 

（４） 施設の愛称条件 

    県民や利用者に親しまれ、沖縄県体協スポーツ会館にふさわしい愛称

とします。ただし、以下の点に留意して下さい。 

①  施設の愛称について 

    ・「体協スポーツ会館」の文字を入れること。 

    ※愛称例 

    ・「○○体協スポーツ会館」施設が分かるように命名してください。 

    ※標記は、漢字、カタカナ、ローマ字等 

②  公共性、中立性が保たれ、又は、品位を損なうものでないものとする。 

③  社会通念上ふさわしくないものは除きます。 

④  商標権、肖像権、著作権などの権利関係については、応募側において 

問題を解決し対応すること。それらに関する紛争が生じた場合は、応募 

側の責任において対応するものとし、当法人は責任を負いません。 

⑤  契約期間内の名称変更はできません。 

  ⑥ 今回募集する名称は施設の愛称であることから、正式な施設の名称変

更は行いません。 

（５）パートナーメリット（主な特典） 

  ① 当法人によるマスコミ・県民及び競技団体等への名称周知（広報誌等の

印刷物や当法人のホームページ並びに当法人が発出する公文書への愛称

の使用） 

  ② 体協スポーツ会館施設への看板設置 

    ・当該施設の東側・北側及び西側の上階部壁面 

    ※設置場所や箇所については契約締結前に当法人と協議を行うものと

する。 

  ③ 体協スポーツ会館会議室及び体育館の無償使用権（年５日間、営利目的

を可とする）例：物品等の販売・有料の講演会等の開催 

※利用の条件及び日程については、協議・調整を行う。 

（６）看板設置等の留意事項 

    看板設置等については、次の事項に留意して下さい。 

  ① 看板の設置費、撤去費は応募者負担とする。また看板撤去の際には、看

板設置前の状態に復旧すること。 

  ② 看板の設置位置、時期及びサイズについては、当法人と協議すること。 

  ③ 施設の愛称名表示のデザインについては、案を作成した段階で当法人

と協議すること。 



  ④ 沖縄県屋外広告物条例（昭和５０年４月７日条例第２８号）に関する手

続きを行うこと。 

⑤  設置した看板の管理については、当法人は一切行いません。台風など 

の災害等や予期せぬ事象への対応は、ネーミングライツパートナーにおい 

て善良なる管理のもと行うこと。 

 

３ 募集要項の配布及び応募期間 

  令和６年２月１５日(木)から令和６年３月２９日（金）午後５時まで(郵送

の場合必着)とする。 

  応募期限までに提出書類（別紙１）を下記の申し込み先（問い合わせ先）ま

で持参又は郵送して下さい。 

  受付時間は、平日の午前９時３０分から午後５時までとする。 

（ただし、正午から午後１時まで、土曜日、日曜日及び祝日を除く）。 

 

４ 提出部数 

  正本１部及び副本（コピー可）１部を提出すること。 

  用紙の大きさは、日本工業規格 A列４判とし、A４縦のフラットファイルに

ファイリングしたものを提出してください。 

※ 募集要項及び申請様式は当法人ホームページからダウンロードできます。 

 

５ 質問の受付及び回答 

  募集要項に関する質問は、次の要領で受け付けます。 

（１）質問書の提出 

  下記の申込み先(公益財団法人沖縄県スポーツ協会総務課)宛てに質問書

(別紙２)をメールで照会すること。メール送信後、受信確認のため電話連絡を

してください。また、質問内容については、簡潔に記載してください。 

 

（２）質問書受付期間 

  令和６年２月１９日(月)から令和６年３月１５日(金)午後５時まで(必着)。 

（３）質問書に対する回答 

  上記受付期間に到着した質問については、取りまとめ後、応募者全員に令和

６年３月２２日(金)までにメールにて回答いたします。なお、個別の回答は致

しません。 

 

６ 選考方法 

  下記の項目について、審査委員会にて評価基準に基づき評価を行います。そ

の結果に基づき優先交渉権者を決定します。その後契約条件を協議したうえ



で、ネーミングライツパートナーとして決定します。 

（１）ネーミングライツ料 

   希望額(提案額)に応じて評価します。 

（２）施設愛称 

   親しみやすさ、呼びやすさ、公共性、健全性を総合的に評価します。 

（３）本県スポーツ界への貢献度 

本県スポーツ施策に対する考え方や実績等を勘案し、総合的に評価します。 

（４）財務体質 

   財務の健全性について総合的に評価します。 

 

７ 契約の解除 

  ネーミングライツパートナーの信用失墜行為により、施設のイメージが損

なわれる恐れが生じた場合等、ネーミングライツパートナーとして適切でな

いと認められる場合、当法人は契約を解除することができる。この場合、契約

解除による原状回復等に必要な経費は、ネーミングライツパートナーの負担

とする。また、納付されたネーミングライツ料は返還しません。 

 

８ その他 

（１）ネーミングライツパートナーとして決定し、契約締結後は、ネーミング

ライツパートナー名、所在地、施設の愛称、ネーミングライツ料及び契約

期間等を公表するとともに、当法人の各種広報印刷物やホームページなど

を活用して愛称の普及に努めます。 

（２）申込書類に係る費用は、応募者の負担とし、提出された申込書類等は返

却しません。 

  

（３）提出された書類に虚偽の記載があった場合やその他応募及び選定に不正

があったときは失格といたします。 

 

９ 問い合わせ先(申込先) 

〒９００－００２６ 

沖縄県那覇市奥武山町５１－２番地 

公益財団法人沖縄県スポーツ協会総務課 

担 当 大田 喜久 

電 話：０９８-８５７-００１７ 

F A X ：０９８-８５７-００８５ 

E-mail：ota.y-okitaikyo@globe.ocn.ne.jp 


